
学校でのナイフ類取扱いに関する方針

保護者各位

NSW州政府は、最近、学校でのナイフ類取扱いに関する方針を改訂する目的で、シク教徒コミュニ
ティの指導者および安全衛生の専門家と密接に協力し、地域協議会を実施致しました。

この協議中に発言されたコミュニティのすべての皆さま、そして学校でナイフを携帯することが許さ
れる状況を明確にしたガイドライン更新版の策定を支援してくださった方々に対し、同省はお礼を
申し上げます。

これらのガイドラインは、安全衛生面での予測可能なリスクから児童・生徒および職員を守るため
に合理的にできることを行うと同時に、NSW州のコミュニティの多様性を尊重することを約束し、不
法な差別行為を回避するという当省のコミットメントを反映するものです。

学校でのナイフ所持禁止は、従来どおり効力を有するものの児童・生徒が厳重な新規ガイドライン
を順守する限り、キルパンを装着することを阻止するものではありません。キルパンはナイフに似て
おり､シク教の洗礼を受けた人が信仰を表明する物として宗教的に重要な意義があります。

シク教徒として洗礼を受けた児童・生徒は学校でキルパンを装着することは許可されますが、キル
パンは以下の通りである必要があります。

•	 サイズは小さめで、全長は16.5㎝（6.5インチ位）以下、刃は鋭くなくて先は尖っていない
•	 刃は引き出せないようにサヤの中にしっかりと納まっている
•	 衣服の下に装着し、使用できないように固定されている
•	 スポーツなど運動をするときは、外して安全に保管するか、または「体にしっかりと固定されて
いる」

注：「体にしっかりと固定されている」とは、滑り落ちないように、あるいは本人や他人を負傷させる
ことのないように、頑丈な生地で包まれ、スポーツバンドあるいは革のベルトで固定されているとい
う意味です。

正当に要求された場合、児童・生徒はこれらのガイドラインを順守していることを実証しなければな
りません。安全に関して懸念がある場合には、当該児童・生徒および保護者の方と話し合いがもた
れます。

洗礼を受けたシク教徒はキルパンを装着することができますが、いかなる目的であっても学校での
使用は禁止されています。

ナイフが教育目的（例えば食品技術の実習）で使用される以外には、いかなる状況においても、	
児童・生徒が学校でナイフを所持することは禁止されています。
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学校での授業の後、直接TAFEの授業に出席するため学校へナイフ類を持参する生徒は、箱あるい
はサヤに入ったナイフを登校時に学校の事務室に預けて、下校時に回収する必要があります。

新規ガイドラインについて詳細は、以下をご参照ください。	https://education.nsw.gov.au/
about-us/rights-and-accountability/legal-issues-bulletins/knives-in-schools

新規方針を円滑に導入できるようにするために、これらの取り決めについて地元のシク教徒コミュ
ニティの指導者およびメンバーの方 と々の話し合いに応じさせていただきます。

また洗礼を受けたシク教徒の児童・生徒のご家族は、オーストラリア・シク協会	 (Australian	 Sikh	
Association	(ASA))	と協力して、寺院を通じてさらなるガイダンスを求めることもできます。

この情報に関してご質問がおありの場合は、学校へお電話をいただければ話し合いの時間を設定
いたします。

学校長

電話通訳サービス

さらに詳しい情報をご希望で、お問い合わせの際に通訳を希望される方は、電話通訳サービス	
(TEL:	 131	 450)	 をご利用いただけます。オペレーターが電話に出たら、日本語の通訳をご指定のう
え、相手先の電話番号をお伝えください。通訳が電話を介して会話をお手伝いします。このサービ
スは無料でご利用いただけます。
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